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表

改

正

後

改

正

前

（
特
定
電
子
移
転
財
産
権
の
差
押
え
に
関
す
る
手
続
）

第
三
十
二
条
の
二

第
二
十
三
条
（
差
押
動
産
等
の
管
理
）
の
規
定
は
、
法
第
七
十
二
条

の
二
第
一
項
（
特
定
電
子
移
転
財
産
権
の
差
押
え
の
手
続
及
び
効
力
発
生
時
期
）
の
規

定
に
よ
る
特
定
電
子
移
転
財
産
権
（
法
第
七
十
二
条
第
一
項
（
特
許
権
等
の
差
押
え
の

手
続
及
び
効
力
発
生
時
期
）
に
規
定
す
る
特
定
電
子
移
転
財
産
権
を
い
う
。
）
の
徴
収

職
員
の
管
理
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
給
料
等
の
差
押
禁
止
の
基
礎
と
な
る
金
額
）

（
給
料
等
の
差
押
禁
止
の
基
礎
と
な
る
金
額
）

第
三
十
四
条

法
第
七
十
六
条
第
一
項
第
四
号
（
給
与
の
差
押
禁
止
）
に
規
定
す
る
政
令

第
三
十
四
条

法
第
七
十
六
条
第
一
項
第
四
号
（
給
料
等
の
差
押
禁
止
の
基
礎
と
な
る
金

で
定
め
る
金
額
は
、
滞
納
者
の
給
料
、
賃
金
、
俸
給
、
歳
費
、
退
職
年
金
及
び
こ
れ
ら

額
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
滞
納
者
の
給
料
、
賃
金
、
俸
給
、
歳
費
、

の
性
質
を
有
す
る
給
与
に
係
る
債
権
の
支
給
の
基
礎
と
な
つ
た
期
間
一
月
ご
と
に
十
万

退
職
年
金
及
び
こ
れ
ら
の
性
質
を
有
す
る
給
与
に
係
る
債
権
の
支
給
の
基
礎
と
な
つ
た

七
千
円
（
滞
納
者
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事

期
間
一
月
ご
と
に
十
万
円
（
滞
納
者
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し

実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
親
族
が
あ
る
と
き
は

て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
親

、
こ
れ
ら
の
者
一
人
に
つ
き
四
万
八
千
円
を
加
算
し
た
金
額
）
と
す
る
。

族
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
一
人
に
つ
き
四
万
五
千
円
を
加
算
し
た
金
額
）
と
す

る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
二
条
の
次
に

一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


